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	厚生労働大臣が定める掲示事項
	医療法人聖峰会　佐藤病院
	１. 基本診療料/特掲診療料の施設基準の届出について
	当院の基本診療料、特掲診療料の施設基準に係る届出については、関東信越厚生局へ下記の通り、届出ています。
	■ 一般病棟入院基本料地域一般入院料3
	■ 看護補助加算1／看護配置加算
	■ 精神病棟入院基本料15対1
	■ 精神科病棟 看護補助加算1／看護配置加算
	■ 救急医療管理加算
	■ 精神科地域移行実施加算
	■ 精神科身体合併症管理加算
	■ 認知症治療病棟入院料1
	■ 入院時食事療養費（Ⅰ）
	■ 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ）
	■ 運動器リハビリテーション料（Ⅱ）
	■ 精神科作業療法
	■ 精神科デイ・ケア（小規模なもの）
	■ 精神科ショート・ケア（小規模なもの）
	■ 医療保護入院等診療料
	■ CT撮影及びMRI撮影
	■ 医療DX推進体制整備加算
	■ 後発医薬品使用体制加算1
	■ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
	■ 患者サポート体制充実加算
	■ 医療安全対策加算2
	２. 入院時食事療養費（Ⅰ）
	入院時食事療養費（Ⅰ）を算定すべき食事療養の基準に係る届出を行っております。
	当院は、入院時食事療養費に関する特別管理による食事の提供を行っております。療養のための食事は、管理栄養士の管理の下に適時（朝食７：30、昼食12：00、夕食18：00）適温にて提供しております。
	◆　１食あたりの負担額
	３. 明細書発行体制について
	４. 各取り組み事項について
	■ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）について
	■ 医療情報取得について
	■ 一般名処方について


